
登下校時の子どもたちの安全を守るために 

◇危険が予想される場合の登校について 

台風や大雨，大雪，地震など登校時に危険な事態が予想される時，事故防止のため下記の内容を基準に判断

していただきたいと思います。ただし，あくまでも基本的な判断ですので，各家庭でも適切な判断をお願いし

たいと思います。 

 

 １ 暴風警報・台風接近に伴う大雨警報が発令された場合 
(1)   午前７時に，暴風警報・台風接近に伴う大雨警報のいずれか，あるいは両方が発令されている場合 

        午前１１時まで自宅待機となります。給食を中止します。 
 
   (2)   午前１１時までに，暴風警報・台風に伴う大雨警報の両方が解除された場合 

 家庭で昼食をすませ，国語と算数の授業の用意をもって，午後１時までに学校へ着くように，下

記の時刻に集合し，集団登校させてください。 

 

 【 各地区の集合時刻 】 
和 泉 ・・・・・・12時 45分 
小田町 ・・・・・・12時 40分 
小田野 ・・・・・・12時 30分 
テクノタウンおだ・・12時 30分 

西冨田   ・・・・・12時 40分 
中冨田（山）・・・・・12時 20分 
中冨田（町）・・・・・12時 40分 
 

 

 ただし、登校が危険な場合も考えられます。決して無理をせず，安全を十分確かめて登校させて

ください。（地区委員さん等，登校が危険と判断された場合は，登校を見合わせ，直ちに学校へ連

絡をとってください。） 
 

   (3)  午前１１時において，暴風警報・台風接近に伴う大雨警報のいずれかが解除されない場合 
臨時休業日とします。 

 

 ２  大雨・洪水警報，大雪警報が発令された場合や，警報以外での大雨，大雪時の場合 
  原則として，通常の授業を行います。ただし、下記の基準に照らして危険と判断した場合は，教育

委員会または近隣校と協議した上で，配信メールで対応について連絡します。 
 

(1)  朝の登校を遅らせる場合 
 午前７時頃に，メールを配信します。次のメール配信の時刻や，授業準備物や給食についてもメ
ールします。 
 

   (2)  途中から授業を行う場合 

 メールで，途中から授業を行うことを連絡します。集合場所への集合時刻をお知らせしますので，

集団登校で登校して下さい。 

 

   (3)   授業を行わない場合 

午前１１時までにメールで，臨時休業日にすることを連絡します。 

 

〈 大雨，大雪時に緊急対応をするおもな判断基準 〉 
・路面と側溝の区別がつかないほど水があふれたり雪が積もったりしている。 
・路面に水があふれていたり，凍結したりしていて，歩くことが危険である。 
・風雨や吹雪のために，前方や左右の視界が悪い。 
・その他，登下校時の危険がある。 
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◇緊急下校する場合について 
子どもたちが登校した後に，緊急事態が発生した場合に，正規の授業を中止して下校させる場合があります。

事態の状況によって学校は下記の様な対応をさせていただきます。 
各家庭で迎えに来ていただく場合の対応や帰宅してからの過ごし方については，子どもと話し合っておいてい

ただきたいと思います。 

 

１ 校内または校外で事件・火災等が発生した場合 
 安全な場所へ緊急避難をさせた後，下校させる必要があると判断した場合は，配信メールで各家庭に

連絡をします。保護者または引渡しカードに記入した方が迎えに来てください。迎えがあるまでは，学

校で待機させます。提出していただいている『「緊急時引き渡しカード」（含：わたしと家族の防災カル

テ）』にもとづいて引き渡しをします。 

 

２ 暴風警報・台風接近による大雨警報のいずれかが発令された場合や大雨，大雪時の場合 
 暴風警報・台風接近による大雨警報のいずれかが発令された時や，大雨，大雪の場合は，緊急下校させ

ることがあります。状況によって，集団下校させる場合と保護者の迎えをお願いする場合がありますが，

いずれも配信メールでお知らせします。どちらの場合も，提出していただいている『「緊急時引き渡しカ

ード」（含：わたしと家族の防災カルテ）』にもとづいて対応します。 

 

  (1) 集団下校させる場合 

 下校時刻のメール配信後，地区別集団下校をさせます。下校させるか学校にとどめておくかは，「緊

急時引き渡しカード」裏面の「緊急下校時の対応」に記入していただいた内容に沿って行います。下

校時は，学校職員やＰＴＡ地区委員が付き添い，見守りを行います。 

 

  (2) 保護者の迎えをお願いする場合（引き渡し下校） 

 教室で待機させますので，メール配信の内容をごらんいただき，学校まで引き取り者の方が引き取

りに来て下さい。 

 

３ 地震が発生した場合  

 安全な場所へ緊急避難をさせた後，原則として子どもは学校で待機させます。その後，帰宅させる場

合は，提出していただいている「緊急登下校対応カード」と「わたしと家族の防災カルテ」にもとづいて

引き渡しをしますので，保護者または引き渡しカードに書いてある方が迎えに来てください。迎えがあ

るまでは，児童を学校で待機させます。 

いずれの場合も，配信メールを使って各家庭に連絡をします。 

 

４ 集団風邪等による学級または学年閉鎖のため下校する場合 
 学校医および教育委員会と相談の上，閉鎖が決定された場合は，下校させることを配信メールで連絡

します。集団風邪等が流行し始めましたら，連絡がとれるように子どもと話し合っておいてください。 

もし，学校待機を希望されるのであれば，事前にお知らせください。 

 
井田川小学校区 緊急避難場所 

 

場所 地区名 避  難  場  所 

登 
下 
校 
中 
の 
場 
合 

中冨田町 井田川小学校，中冨田町の山公民館，中冨田町の町公民館，西冨田町集会所，井田川公民館 

西冨田町 井田川小学校，西冨田町集会所，井田川公民館 

和 泉 町 井田川小学校，和泉町公民館 

小 田 町 井田川小学校，小田町公民館，和泉町公民館 

小 田 野 井田川小学校，小田町野会館，小田町公民館，和泉町公民館 

ﾃｸﾉﾀｳﾝおだ 井田川小学校，小田あらこ公園，小田町野会館，小田町公民館，和泉町公民館 
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引き渡しによる下校時の注意事項 

 

1 児童は，教室で待機させますので，迎えの場合は，教室へ来てください 

「引き渡し」での下校となりますが，教室にこられましたら，所定の用紙に「引き取り者」の名前をお書き下

さい。「引き渡しカード」に掲載されている方かの確認を行います。書いてない方が来られた場合は，職員室か

ら保護者に電話で確認させていただき，連絡・確認がつけば，その後引き渡しとなります。 

 

2 迎えが遅れる場合は，電話で学校へお知らせください 

 配信メールで連絡をした下校時刻より，１時間以上遅れる場合は，学校へ電話連絡をしてください。迎えがあ

るまで待機をさせますが，緊急時の連絡が確実に届いているかどうかわかりませんので，「○時頃迎えに行きま

す」という一報をお願いします。 

 

3 配信メール等，緊急時の連絡を知る方法を決めておいてください 

緊急時は，配信メールで連絡をします。しかし，仕事中などでメールを確認できない場合もあると思います。

いろいろなケースを想定して，可能な限り家族や知人を介して連絡を知る方法をあらかじめ決めておいてくだ

さい。 

 

4 運動場への駐車ルールを守ってください 

 多くの保護者の方が同時に来校されますので，運動場へ車を止めるときに，「保護者が多数来校する時の

車の駐車について」に従ってください。あわてず，安全に，すみやかに下校ができるように重ねてご協力をお

願いします。 

 

5 一方通行を守ってください 

 車で来られる時は，安全かつ混乱なく引き渡しができるように，周辺道路を一方通行にしました。正式な

交通規制ではありませんが，ご協力をお願いします。 

 

6 あわてず，安全な行動をお願いします 

 車の出入りや昇降口等が混雑します。車の運転はもちろん，かさや，はきものの取りちがえなども予想されま

す。落ち着いた行動をお願いします。 

 

7 迎えに来られる方全員に，ルールの周知をお願いします 

 保護者以外の方が迎えに来られる場合も，一方通行や駐車のしかた等について知らせておいてください。 

 

 

 

 

 

 

登下校中の突然の災害発生時の対応は，一人ひとりの判断が大切です。避難場所の確
認やその他の対応のしかたについて，各家庭でご指導ください。  

  なお，災害発生時には，学校の電話が緊急用となって通じなくなったり，配信メール

が機能しなかったりすることも考えられます。各家庭の判断で対応してください。  
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  緊急時においては，学校職員だけで駐車場のラインや案内等を準備することが困難になることが予

想されます。そこで，下の図を参考にしていただき，事前の準備がなくても保護者の方々で安全かつ速

やかに通行や駐車ができるようご協力をお願いします。 

①．車は北向きで，横一列に並べる 

②．前方に駐車してある車とは，車１台ぐらいスペースをとる 

③．周囲を車が通り抜けられるようにしておく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

保護者が多数来校する時の車の駐車について 
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